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はじめに

2006年、情報通信業における通信と放送の融合を目指した審議会が総務省に設置された。これ

は、欧米では通信と放送の壁が低く、両者が融合したビジネスが展開されているのに、日本では放

送が放送法により守られることで両者の融合が進まず、新たなビジネス展開が妨げられているとい

う認識に基づいていた。この審議会を受けて、日本でも放送や通信関連の法制度の改正などが進み、

通信・放送の融合は進みつつあった。しかし、その法制度の改正後に、通信・放送だけでなく、動

画制作等を巻き込んでのあらたな融合が進むことになった。

　その嚆矢は、1997年にDVDレンタル業として創業したNetflixであった。Netflixは、インターネッ

トの普及を見て、パッケージメディアのレンタルから、動画のネット配信に乗り出し急成長を遂げ

た。さらに、自らも動画制作事業に乗り出すこととなった。2007年のことである。こういった配信

事業者による動画制作は、ハリウッドなどの映画産業に大きな脅威をあたえた。

　一方、動画制作の事業者であるディズニーは、それまで自らの動画をNetflixなどの配信事業者に

供給してきたが、2019年には自ら配信事業に乗り出すことになった。通信・放送融合は、映画会社

などの動画制作事業者などを巻き込みながら、より広い産業融合へと進化を遂げていった。

　こういった産業融合の実態を把握するために用いられたのが、レイヤー図による分析（以降レイ

ヤー分析という）である。レイヤーとは、一般に階層を示す用語であるが、通信業において銅線に

よる公衆通信網から、光ファイバーなどを用いた IP網に大きな技術変化が進むことで、それまで

は一体であった、通信端末、ネットワーク、プラットフォームがそれぞれの階層にアンバンドリン

グされることとなった。さらにそれぞれの階層が再度融合されることとなった。

この通信業の技術革新による新たな融合の実態の解明に、レイヤー図が用いられたのである。こ

の分野の規制の見直しを進めようとしてきた総務省は、2002年以降、このレイヤー図を用いて研究

を進めてきて、この成果は『情報通信白書』などで示されている。

本論文では、それを踏まえて、情報通信業の中でコンテンツを扱う、放送、動画配信、映画、ゲー

ム、音楽、新聞・出版の６分野について、その制作から流通、ユーザーがそれを受け取る端末・設

備までをレイヤー図で一覧し、分析を進め、そこからこの分野の規制の在り方についての検討を

行った。なお、本論文は４名の共同執筆であるが、主として第１章は穴山、第2,３章は松原、第４

章1,２は澁澤、第４章３は藤井、が担当した。

また、本論文は2021年12月12日に開催された、国際公共経済学会第36回大会で報告された内容

をベースとして執筆された。同報告で討論者を務めて、貴重なアドバイスをいただいた中村伊知哉

氏（情報経営イノベーション専門職大学）にお礼申し上げる。
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１　情報通信業を産業融合から考える

１－１「産業融合」の概念

「産業融合」は、技術革新の進展、消費者のライフスタイルやニーズの変化、各種の規制改革な

どを背景として、従前の産業間の区分が曖昧化し、それぞれの市場のプレイヤーが新たな競争関係

に立つことを指すが、この概念をわが国で総合的に論じた先駆的研究として、植草［2000］がある。

同書での定義は次の通りである。

「産業融合とは、従来とは異なる産業に分類されていた複数の産業が、そのうちの一方ないし双

方の産業における技術革新によって相互に代替的な財・サービスを供給できるようになって、ない

しは規制緩和によって相互参入が容易になって、双方の産業が一つの産業に融合し、相互の産業の

企業が競争関係に立つ現象をいう。」（植草［2000］，p.19）

この定義からも明らかなように、産業融合の概念は、ある長さの時間の経過を前提とし、また個

別の市場分析にとどまらない包括的な捉え方を必要とする。

一般に経済学的な観点で産業／市場の概念を論じる場合、需要の交差弾力性（cross-price elasticity 

of demand）を推計するアプローチが基礎になる。本論文が対象とする情報通信業についてみても、

情報通信産業での技術革新や規制緩和などが進むに伴い、弾力性を推計する先行研究が蓄積されて

きた。それらの一例として、CATVと衛星放送サービス間の競合を分析したGoolsbee and Petrin 

［2004］、わが国のブロードバンド市場を分析した，Ida and Kuroda ［2006］などがある。また、競争政

策で用いられるSSNIP（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）の考え方1）も普及して

おり、EU指令の「重大な市場支配力レジーム」の市場画定テスト等でも用いられている。実務面では、

上述のSSNIPテストや需要の弾力性分析に加え、分析対象となる複数の財の価格相関や相対価格の

推移などが、関連市場の画定の判断材料として用いられている。

これらは、近年の具体的事例の蓄積によって経済学的な裏付けを有する実践的なアプローチとし

て有益であるが、こと産業融合を論じる場合においては、これらだけでは、現在もなお進展する広

域にわたるダイナミックな産業融合の全体像を十分に捉えきれない。このため本論文第３章ではレ

イヤー分析を行う。

１－２　情報通信業における「産業融合」

　情報通信業における「産業融合」の概念について、前掲の植草［2000］は、国内外で1970～80

１） SSNIPの考え方は米国連邦司法省が1984年の合併ガイドラインで提案したもので、SSNIPテストは仮にある

商品の独占企業が「小さいが重要な、一時的ではない程度の値上げ」を行った場合を想定し、別の商品へ

顧客が代替する程度・範囲と独占企業の超過利潤増を分析して関連市場の画定を行うものである。



－ 90 －

年代以降、複数の技術間の「融合化（convergence）」が進展したことに言及し、1978年にフランス

のノラ（S.Nora）とマンク（A.Manc）が電気通信と情報処理の二つの用語の合成語としての「テ

レマティーク（Telematique）」を用いたことなどをあげ、「産業融合」という用語こそ用いていない

ものの、情報通信業における産業融合の到来を指摘した文献が少なくない旨を指摘している2）。

同書が、情報通信産業を「情報の収集、蓄積、加工・処理、伝達という機能において類似性をも

ち（略）それぞれの個別産業は財・サービスの用途・種類において差別性・特異性をもっており、

製造方法ないし供給方法が異なっており、財・サービス間で強い代替関係をもたず、それゆえに競

争関係が希薄であった。」（植草［2000］，p.23）と述べる通り、情報通信業においては、機能の類

似性が元来存在していたところへ、製造方法ないし競争方法の革新によって財・サービスの用途が

近似して、相互の競争関係に至った経緯がある。

他方、金融・エネルギー・運輸等の他のネットワーク産業における産業融合は基本的に同じ業種・

業態間の「水平的融合」を中心として展開されてきたが、これに川上・川下に及ぶ「垂直的融合」

がダイナミックに加わるところにも「情報通信業における産業融合」の特徴がある。このことから

も、「水平的融合」と「垂直的融合」を共に含む情報通信業の産業融合についてレイヤー分析を行

う意義があると考える。

１－３　日本標準産業分類における「Ｇ情報通信業」

本論文第３章で採用するレイヤー分析における市場の範囲は、わが国の公的統計に用いられる日

本標準産業分類（JSIC: Japan Standard Industrial Classification）に基づく分類3）を基礎としている。日

本標準産業分類が設定されたのは1949年と古いが、大分類に「G情報通信業」が設けられたのは

2002年の第11回改訂で、現行の2013年の第13回改訂版においても変わっていない。

「情報通信業」という大分類の下の中分類は「37通信業、38放送業、39情報サービス業、40イン

ターネット付随サービス業、41映像・音声・文字情報制作業」の５つがあり、小分類にすると合計

20になる。なお、一般に細分類（４桁分類）が経済学的な市場概念にマッチすると言われており、

それぞれの中分類ごとにこれらの数を示すと、通信業：８（長距離電気通信業、移動電気通信業な

ど）、放送業：９（公共放送業、テレビジョン放送業、衛星放送業など）、情報サービス業：10（パッ

ケージソフトウェア業、情報処理サービス業など）、インターネット付随サービス業：5（ポータル

２）植草［2000］，p.17

３） 現在の第13回改訂版では、日本標準産業分類における大分類は「T分類不能の産業」を含めて20あり、その

下は中分類99、小分類530、細分類1460へと続く。識別に付与されるコードの桁数が、大分類１桁、中分類

２桁、小分類３桁、細分類４桁であることから、たとえば細分類で区別する場合に「４桁産業」と呼ぶな

ど桁数が用いられることがある。たとえば「37通信業」等の表記における数字がこのコードを示している。
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サイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダなど）、映像・音声・

文字情報制作業：13（映画・ビデオ制作業、レコード制作業、新聞業、出版業、広告制作業など）

となっている。このように、コンテンツを扱う「コンテンツ関連６分野（テレビ・ラジオ、動画配

信、映画、ゲーム、音楽、新聞・出版）」も「情報通信業」の分類に含まれている。

総務省・経済産業省［2021］に基づいて、市場規模を2019年度売上高（アクティビティ・ベー

ス4））でみると、情報通信業全体では約51.6兆円、この内訳は「37電気通信業」が34％、「391ソフト

ウェア業」が32％とそれぞれ約３分の１を占めており、以下、「392情報処理・提供サービス業」

14％、「401インターネット附随サービス業」８％、「382民間放送業」４％、「413新聞業」「411映

像情報制作・配給業」「414出版業」の各２％へと続いていく。

さらに総務省・経済産業省［2011］を用いて10年前と比較してみると、情報通信業全体の売上

高（アクティビティ・ベース）は約10.4兆円、約25％も増加し、売上高営業利益率5）も2.3％増えて

いるが、図表１に示す通り、個々の業種の内訳をみると、その動態はまちまちである。具体的には、

電気通信業が利益率を大幅に上げ、ソフトウェア業や情報処理・提供サービス業が大きく規模も利

益も増加した一方、インターネット付随サービス業は市場規模が大きく増加する中で競争激化の影

４） 当該企業の売上高のうち、分類対象にかかる売上高のみを計上した値。

５） 統計上、アクティビティ・ベースの営業利益が得られないため、便宜上、売上高営業利益率を求める際の

売上高は当該企業全体の売上高と営業利益をそれぞれ用いている。
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図表１　 情報通信業を営む企業の売上高と利益率の変化（2009⇒2019）  
（総務省・経済産業省［2011］，［2021］のデータを基に筆者作成）
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響からか利益率は低下している。また、新聞や出版といった活字メディアは規模の縮小を利益率上

昇でカバーする様子がみてとれる。こうした動態も、産業融合の進展に伴う影響の一つと推察され

る。

２　総務省の通信・放送法制の改革

２－１　2002年「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境の整備の在り方に関する研究会」

　すでに述べたように、情報通信業が日本標準産業分類の大分類におかれたのは、2002年のことで

あった。

この産業分野で、通信網の技術的な大きな転換が進められた。公衆電話網から IP網への転換で

ある。このことによって、通信量は飛躍的に増大し、また通信料は大きく低下することとなった。

同時に、公衆電話網時代には１対１の通話が原則であったものが、IP網時代には、１対N、つまり

多数への「配信」が可能となった。その配信の容量も、IP時代には、サーバーなどの能力向上とと

もに、文字ベースから、音声、画像、さらに動画へと拡大していった。

この動画配信は、通信が放送と同様のサービスを展開することが可能になったことを意味する。

一方、放送側は、かつて自らが映画へのライバルとして登場したように、新たな通信による動画配

信というライバルを迎えることなった。

また通信のビジネスモデルも、この IP化によって大きく変わることになる。総務省は、2001年

８月「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境の整備の在り方に関する研究会」（座長：濱田

純一東京大学大学院情報学環教授）を設置し、2002年６月に報告書を公表している。そこでは、「ブ

ロードバンド化の進展に伴う各レイヤーの機能分離（アンバンドリング）の進展により、各レイヤー

ごとに必要な部分を自由に組み合わせてサービスを提供する 『オープン型」のビジネスモデルや、

上位レイヤーにおける新たなビジネスモデル（IDC（internet data center）事業等）が登場してきて

おり、『各レイヤーを縦断する』公正競争 環境整備の在り方及び『各レイヤーごと」の公正競争環

境整備の在り方の双方につい て、多角的な観点から検証していくことが求められている。」（「最終

報告書」）として、「レイヤーごと」の競争政策の検討の必要性を示した。

下の図表２に示したように、公衆電話網時代には、端末から電話回線網（ネットワーク）、課金（プ

ラットフォーム）までが電話会社１社による統合サービスであったものが、IP網時代には、物理的

レイヤー（端末）、通信サービスレイヤー、プラットフォームレイヤーに区分されるようになった。

さらに、通信事業者は上位レイヤーの、コンテンツサービスアプリケーションレイヤーにまで進出

することが可能となった。

その上で報告書は、このレイヤー分析を踏まえて、「レイヤーに着目した競争政策の必要性」と

して、「多様かつ豊富なデジタルコンテンツの円滑な供給」「デジタルコンテンツの配信の円滑化」



－ 93 －

情報通信業の融合と競争

「配信チャンネルの多様化」「コンテンツ配信に最適なネットワークの確保」「レイヤー縦断型のビ

ジネスモデルの多様化」などの課題を提示した。

注目されるのが、課題の大半が「デジタルコンテンツの配信」に関わるものであったことである。

IP化、ブロードバンド化の進展を見据えたときに、デジタルコンテンツ、とりわけ動画が、公正な

競争環境のもとで円滑に配信されることが必要だと考えられていたとみられる。　

　また、2006年の『情報通信白書』では、この報告書を援用して、「我が国においては、通信網が

公衆電話網（Public Switched Telephone Network）から IP（インターネット・プロトコル）網へと急

速に進みつつあり、電気通信事業を取り巻く環境が本格的な IP化時代の到来に向けて大きく変化

しつつある」とした上で、「これに伴い、通信事業者のビジネスモデルについても従来の枠を超え

た高度化・多様化が進展している」としている。

　通信網が、公衆通信網から IP網へと転換が進むとともに、この分野で端末からプラットフォー

ムまでの一体型のサービス提供が、レイヤーごとにアンバンドリングされ、さらにそこからコンテ

ンツレイヤーにまで統合が進むことが示されている。ここに、この分野の分析にレイヤー分析が不

可欠であることが示されたといえる。

２－２　2006年「通信・放送の在り方に関する懇談会」

　続いて、総務省は2006年１月、竹中平蔵総務大臣（当時）の下に「通信・放送の在り方に関する

図表２　 今後の競争政策の在り方に関する基本的視点  
（2002年「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境の整備の在り方に関する研究会」最終報告書）
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懇談会」（座長：松原聡東洋大学教授）を設置した。この懇談会の問題意識は、その５年後の2011

年に、ブロードバンド・ゼロ地域が解消され、地上波放送のデジタル化が完了することを見据え、

それにふさわしい法制度を作り上げるべきだというものであった。

　そのためには、「通信・放送の融合／連携が進展するにもかかわらず、法体系上は通信と放送 が

二分され、かつ、通信・放送全体で合計９本もの法律が存在している。このような人為的な市場の

細分化により自由な事業展開が阻害されている。」として、現実に進行する通信・放送の融合にあ

わせて法制度を見直すべきであるとした。そして、その目標は、我が国の通信・放送のデジタル化

が完成する2011年の１年前、つまり2010年までにこの法制度の改正をおこなうことだとした。そ

してその法制度は、「新たな事業形態の事業者が伝送路の多様化等に柔軟に対応して、利用者のニー

ズに応じた多様なサービスを提供できるよう、伝送・プラットフ ォーム・コンテンツといったレ

イヤー区分に対応した法体系とすべきである。」（「同報告書」）とした。

　まさに、レイヤー区分を踏まえた法体系の構築の必要性を示したのである。

２－３　2008年「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」

総務省は、2002年「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境の整備の在り方に関する研究

会」報告書以降の、情報通信業のレイヤー分析や、その上での法制度改革の研究会等をうけて、

2010年の通信・放送法制度の改革を目指して、2008年２月「通信・放送の総合的な法体系に関す

る検討委員会」（主査：長谷部恭男東京大学法学部教授）を設置した。

ここでは、通信・放送にかかわる法制度の抜本的な改革の必要性が示されることとなった。図表

３にあるように、現行法制が、通信・放送の「縦割り」であることを示した上で、それを「レイヤー

構造」のものに一本化すべきだとした。それは、「情報の自由な流通」、「ユニバーサルサービスの

保障」、「情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保」を基本理念とした「情報通信法」（仮称）

の制定である。そこでは、見直しの基本的考え方として「急速な技術革新に対応できる技術中立性

を重視」、「規制を緩和・集約化して事業者の自由で多様な事業転換を可能に」、「情報通信に包括的

に適用されるような利用者保護規定を整備」の３点が掲げられている。

いずれも、IP時代、ブロードバンド時代に的確に対応した政策課題の整理であったと思われる。

これを受けて2009年８月に情報通信審議会でまとめられた「通信・放送の総合的な法体系の在り

方・答申」では、以下のコンテンツ、伝送サービス、伝送設備の３つのレイヤーから法律の見直し

をすすめることが明記された。（図表４）

この中で注目されるのが、コンテンツレイヤーの規制である。ここでは、「インターネットによ

る一斉同報」を「放送に類似した通信」と捉えて、同じ「メディアサービス」としてコンテンツ規

制の対象とする考え方が示された。まさに「情報通信法」（仮）における、通信・放送共通のコン
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テンツ規制である。

　まず放送について、「①その送信の特徴から社会的な影響力が大きいこと、②有限希少な周波数 

を占用するものであること（無線によるものに限る。）から、放送法制によって包括的に規律され

ており、こうした放送の特徴は新たな法体系の下でも変わりはない。」とした。

図表４ 　通信・放送に関する主な法律〔2009年当時〕（2009年 情報通信審議会「通信・放送の総合的な法体系
の在り方・答申」）

図表３　通信・放送法制の抜本的再編（2008年『情報通信白書』）
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しかし、「インターネットによる一斉同報等の放送に類似した通信を、放送とともに『メディア

サービス』（仮称）としてコンテンツ規律の対象とすることに対しては、昨夏に実施した意見招請

においても、昨秋に実施した関係事業者等からの意見聴取においても、批判的意見や慎重な意見が

多く、これまでの考え方を変えるに至るまでの必要性は認められない。」として、インターネット

の「放送に類似したサービス」へのコンテンツ規制は見送られることとなった。

そして「『メディアサービス』の範囲を、いわゆる従来の「放送」に止め」と、事実上この概念

を撤廃することとなった。そのうえで、「公然性を有する通信コンテンツのうち違法な情報及び有

害情報については、まずはプロバイダ責任制限法、青少年インターネット環境整備法等により、引

き続き、 対応することが適当である。」とされた。つまり、新たな融合法制下では規制せず、従来

の枠組みで対応することとされた。

２－４　2011年「通信・放送法体系の見直し」

　2011年に、60年ぶりとよばれた抜本的な通信・放送の法体系の再編が行われた。通信・放送関連

の８本の法律を、４本にまとめあげるという、大きな再編であった。そこで目指された制度改正の

概要を示したものが、下の図表５である。

図表５　通信・放送法体系の見直しの概要（2011年『情報通信白書』）
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しかし、この再編では、2008年に示された通信・放送を一体化した「情報通信法」（仮）は実現

することはなく、放送関連の４本をひとつにまとめあげた放送法と、電気通信事業法、電波法、有

線電気通信法が並列することとなった。また、すでに2009年８月の情報通信審議会答申で示されて

いたように、「放送に類似するサービス」への、放送と同様のコンテンツ規制を行うことは見送ら

れた。

３　情報通信業のレイヤー分析

３－１　情報通信業の垂直、水平融合

　前章では、総務省による情報通信業のレイヤー分析をみてきた。総務省が行ったレイヤー分析は、

主として通信業を対象としたものであった。公衆電話網時代には、端末からネットワーク、課金ま

で１企業が担っていたものが、IP網時代には、端末、ネットワーク、課金、制作といった事業ごと

の分離と融合が、つまり端末レイヤー、ネットワークレイヤー、プラットフォームレイヤー、コン

テンツ＆アプリケーションレイヤーそれぞれの分離と融合がすすむことを示そうとした。いわば、

通信業における垂直の融合を、レイヤー図で分析しようとしたものであった。

　私達は、この情報通信業にあっては、その垂直的融合だけでなく、業態を超えた水平の融合も統

一的に分析すべきだと考えた。先にみたように、日本標準産業分類において、大分類「G情報通信

業」が設置されたのは、2002年のことであった。その下に、通信業、放送業、情報サービス業、イ

ンターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業の５つの中分類が設置された。

　私達は、この情報通信業の中で、コンテンツ制作からその流通までを担う業態を、放送（放送

業6））、動画配信（通信業 /情報サービス業）、映画（映像・音声・文字情報制作業）、ゲーム（映像・

音声・文字情報制作業）、音楽（映像・音声・文字情報制作業）、新聞 /出版（映像・音声・文字情

報制作業）の６つに括り、図の横軸においた（以下、図表６を参照）。さらにそれぞれの業態につ

いて、配信によるか、パッケージによるかなどのフォーマットについても、分類をおこなった。こ

の結果、６業態が10に分類された。

一方、縦軸では、それぞれの業態の、制作から流通までのプロセスを、制作と流通に分けた。そ

して制作に関してはオリジナルか二次利用か、さらにそのフォーマットについての３つにわけた。

また、流通については、配信か配送かなどの「流通形態」、電波によるかWebによるかなどの「流

通経路」、そして利用者が最終的にコンテンツに触れる手段を示した「UI」の３つに分けた。

この結果、私達のレイヤー図は、６つの業態とそれぞれの業態の制作から利用者の受容までを示

した、いわば「二次元レイヤー図」と言えるものとなった。

６） （　）内は以下いずれも日本標準産業分類による
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この「二次元レイヤー図」によって、詳細は次章で見ていくが、動画配信業が制作レイヤーに進

出したこと、放送業や映画業が動画配信業に進出したことなど、この「コンテンツ産業」における

融合や新たな競争の実態が示されることとなった。

３－２　情報通信業の融合の進行

　本論文では、この６業態の中で、放送、動画配信、映画、の動画にかかわる３業態について分析

を行った。まず、注目されるのが、動画配信業である。４章で詳説するが、DVDレンタル業であっ

たNetflixが、動画配信に参入したのが2007年のことであった。

　この際は、動画配信は映画やテレビ番組の二次利用であった。しかしNetflixは、2013年に自ら

のコンテンツ制作に取り組み、それを配信することとなった。流通レイヤーにあったNetflixが、制

作レイヤーに進出したということである。ここに、制作されたコンテンツの相互の二次利用はある

ものの、放送、動画配信、映画と、制作から流通までのレイヤーを担う業態が揃ったことになる。

　その３者の競争が進む中で、シェアを伸ばしたのが動画配信であった。これを見て、ディズニー

＋に代表されるように、映画が動画配信に参入するようになり、さらに放送がNHK＋に代表され

るように、動画配信に参入するようになった。

　ここに、放送、動画配信、映画の３業態が、放送業が動画配信業に、動画配信業が制作に、映画

業が動画配信業に進出することで、水平、垂直の産業融合を果たし、同じ土俵での競争が行われる

ことになった。（図表７）

　またこの状況は、テレビは自らの領域に他業態の参入は許さないまま、通信の動画配信の業態に

進出し、映画も、自らの領域への他業態の参入はないまま、動画配信に進出したことを意味する。

一方、動画配信の側は、自らのコンテンツのテレビなどへの二次利用はあっても、他の業態に出る

図表６　情報通信業のレイヤー図（筆者作成）
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ことはなく、自らの業態にテレビ、映画の進出を許していることになる。

３－３　情報通信業の融合とコンテンツ規制

すでにみたように、情報通信業における産業融合は、この産業における公衆通信網から IP網・

通信のブロードバンド化へという大きな技術革新がきっかけであった。そしてこの技術革新は、ブ

ロードバンド化や、通信網やサーバー、端末の高度化によって、通信業における送信内容を、文字

情報から画像へ、そして動画へと変化させていった。通信が、動画配信に、つまり放送と同様のサー

ビスに対応することになったということである。しかし前章でみた2011年のこの通信・放送に関す

る法規制の大きな改革は、この変化に十分に対応するものではなかった。

総務省は、通信・放送法制の改革について、当初は「情報通信法」（仮称）としてひとつの法制

による規制を目指していた。また、コンテンツ規制についても、現行の「放送」と、通信の「放送

類似サービス」を、「メディアサービス」として一括して行う方向性を示していた。しかし、2008

年での関係事業者の意見聴取等からこの方針は撤回されることとなり、放送については従来どおり

のコンテンツ規制を行い、通信の「放送類似サービス」にたいする規制は見送られることとなった。

コンテンツ規制は、日本国憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、

これを保障する。」との関係が問われるものである。2011年の法改正で、通信の「放送類似サービ

ス」への適用について社会的合意が取れなかったために、それを見送った判断は正しい。

しかし、その後、次章で詳しくみるように、通信の「放送類似サービス」は際立った成長をみせ、

自らが動画制作に取り組むようになった。一方、テレビは通信の動画配信サービスに進出し、映画

もまた同様である。通信の場で、通信事業者、テレビ、映画事業者が競争する状態となっている。

図表７　情報通信業のレイヤー図（再掲）
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しかしながら、テレビ局が制作する動画については、放送法第４条で、「放送事業者は、国内放送

及び内外放送（以下「国内放送等」という。）の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定める

ところによらなければならない。

一　公安及び善良な風俗を害しないこと。

二　政治的に公平であること。

三　報道は事実をまげないですること。

四　意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」

というコンテンツ規制を受けている。

また映画については、各国が「レイティングシステム」（film rating system）を設け、映画鑑賞の

際にその映画を見ることができる年齢制限を行っている。日本の場合は、一般財団法人映画倫理機

構が自主的な規制を行う形となっている。

このように、放送や映画についてのコンテンツ規制が行われる一方で、通信の「放送類似サービ

ス」については、自主規制を含めて、コンテンツ規制がかけられていない。さらに、放送業に与え

られていた著作権法の特例が、放送業が通信に進出する際にも適用されることとなっている。

現在は、放送、動画配信、映画の３業態が、主として通信におけるブロードバンド化の進展によ

り、融合がすすみ同じ土俵で競争が行われるようになっている。そこでの公正な競争、同じコンテ

ンツ規制の在り方が問われているのではないか。

４　情報通信業の融合の実態と競争の展望

４―１　Netflixにみる情報通信業の融合と競争

Netflixは、1997年、米国カリフォルニア州でDVDレンタルサービスを提供する小さな会社として

創設された。その後、紆余曲折を経て創業10年目で黒字化に成功する。黒字化に成功した2007年、

Netflixは、ストリーミングサービスを開始し、この年にコードカッター7）と称された。また2007年は

米国における情報通信業のビジネスモデルの変革時期にあたり、たとえばアップル社の iPhone、アマ

ゾン社のKindleが発売され、かつ米国ではブロードバンド世帯数が全体の50％8）に達した年でもある。

レコメンド機能9）などを使って顧客の満足度の向上と効率的な利益増加をマネジメントするために

は、膨大なデータの取り扱いが重要なことはいうまでもない。2009年、NetflixはアマゾンのAWS10）

７） Netflixと契約する代わりにケーブルテレビの契約を打ち切る人が多数にのぼったことを称した。

８） Parks Associatesの米国ブロードバンド世帯数調査による。

９） ユーザーの興味をひきつけるような商品やサービスをおすすめする機能。

10） Amazon Web Services（アマゾン ウェブ サービス、略称：AWS）とは、Amazon.comにより提供されて

いるクラウドコンピューティングサービスである。
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を自社のシステム運用のために利用することとした。元来、この２社は競合関係にあり、動画配信

事業では苛烈な競争を展開するライバルである。しかしながらAWSへの巨額な投資を行うNetflixは

アマゾンにとって顧客でもある。同様のことはアップルとアマゾンの関係でも見て取れる。先の

Kindleは最初の電子書籍デバイスとして米国で登場したが、競合関係にあるアップルの iPhoneが市場

を占有すると、デバイスとしてのkindleはAPPストアでのアプリとして利用者に無料で提供された。

　2007年にストリーミングサービスを開始したNetflixは、英語圏への配信、その後非英語圏への

配信も進め、現在では約190か国に動画配信事業を展開している。海外の制作スタジオなどに精力

的に交渉を進捗させコンテンツの海外への独占放映権を購入、さらに監督や俳優など所属するプロ

ダクションにも交渉を行い、いわゆるオリジナルのコンテンツの制作を作って配信するモデルを中

核に据えた。

４－２　融合下の競争

　2020年度の世界でのアプリダウンロード数11）では、1. TikTok：８億5000万DL、2. WhatsApp：６億、3. 

Facebook：５億4000万、4. Instagram：５億300万、5. Zoom：４億7700万、6. Messenger：４億400万、7. 

Snapchat：２億8100万、8. Telegram：２億5600万、9. Google Meet：２億5400万、10. Netflix：２億2300万

とならんでおり、Netflix以外は全てコミュニケーション関連企業となっている。動画配信業の中では、

Netflixのダウンロード数は他企業を圧倒する。各デバイスでのアプリの組み込みに重要な視点を向け

ていることが想定される。アプリケーションの拡散は、融合下の競争を見る上で重要な指標になる。

　情報経営イノベーション専門職大学学長の中村伊知哉は、Netflixは情報通信業というよりデータ

業であると評している12）。ストリーミングサービスを行う配信事業者にとって、視聴時間分析が非

常に重要なことはいうまでもない。特にNetflixのような全世界への配信を行っている企業では、そ

れぞれの国でどのような作品が好まれているのかを分析することが、有料会員の増加に直結すると

考えられる。

2021年11月、Netflixは、https//top10.netflix.comで各国の視聴時間を公開している。これらの膨大なデー

タの公開は、他社にみることができない。ここに、どの国でどのような作品の視聴時間がどれだけ長

11）  調査企業Apptopiaによる「2020年の世界のアプリランキング」から。

12） 2021年12月12日、国際公共経済学会大会一般報告の部でのコメントから引用。情報通信業には従前か

ら、たとえば視聴者ないし読者と広告主といった異なるタイプの顧客同士が相互作用するプラットフォー

ムを提供して、相互作用の量がそれぞれの顧客に課される料金の合計のみならずそれらの料金のバランス

にも依存する、いわゆる両面市場(Two-sided market)としての性格を有する市場がある。「データ業」と称す

るに相応しいとの評は、現代に至るDX等の進展に伴って異なるタイプの顧客同士の相互作用がより精緻に

かつ戦略的に展開されるようになってきたことを意味しており、産業融合を論じる上で重要な指摘である。
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いのかをランキング化することで、競合する企業との差別化を図るNetflixの戦略をみることができる。

また、各国の視聴時間を見ると日本のアニメが高い位置にランクインしていることがわかる。このこ

とと、最近のNetflixによる日本のアニメ会社の買収との繋がりは無視できないといえる。

　日本では、芥川賞を受賞した又吉直樹氏の『火花』、テレビでは倫理規制13）によって放映が絶対

にできない『全裸監督』や、2021年12月に大規模な広告を展開した『浅草キッド』など非常に質の

高いコンテンツを次々に配信し、有料会員数の増加に繋げている。

　ひとつのコンテンツ制作にかける経費は、約２億円とも言われており、TV局の約１千万円と比

較にならない。収益の大半は、有料会員からとみられるが、たとえば2018年には、Huluの国内有

料会員数が、約171万人、Netflixは約150万人であったのが、２年後の2020年にはHuluが約280万人、

Netflixが約600万人と大きな差がついている。Netflixが、高い製作費をかけられる理由のひとつが

ここにある。

　日本の放送業は、長年規制によって保護されており、独占的なプラットフォームを構築してきた。

テレビは、かつてはメディアの主役という地位を不動のものにしていたが、現在では、Netflixや

Amazon・Primeなどに代表される動画配信事業を手掛ける米国企業に脅かされる事態になっている。

たとえば、2021年12月14日に両国の国技館で開催された井上尚弥のボクシング世界戦は、TVで

13） 2003年７月にNHKと民放連が「放送倫理・番組向上機構」（BPO）を設立し、BPOによるテレビへの

倫理規制が強まることになった。

（iPhone ・ Kindle　発売）

図表８　「Netflixの変遷」（筆者作成）
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の放映が行われずにPPV方式14）でライブ配信された。ボクシングの世界戦としては国内で初めてで

あり、まさに時代の変化を表しているといえる。世界戦クラスでは通常、各TV局が独占放映権の

獲得にしのぎを削る。特に年末の世界タイトル戦では視聴率もとれるため、毎年、TV局による放

映が行われてきたが、2021年12月末予定の村田戦の独占放映権はAmazon・Primeが獲得するなど、

ここでも動画配信事業者が放送業者との競争の勝者となっている15）。

いつでもどこでもだれとでも、という特徴を持つネットワーク社会の到来は、放送業と動画配信

業に新たな融合下の競争をもたらしている。

4－３　わが国の放送業の動画配信進出と動画配信業の制作進出

　私達は前述のようにレイヤー分析を行ったが、ここではわが国での事例のひとつとして放送業の

動画配信進出と動画配信業の制作進出について説明する。

　放送と動画配信が技術革新によって融合する前から、放送局はコンテンツ（番組）を自社で制作

し、放送波に乗せて送出してきた。番組の制作場面は、ほぼ放送局の独壇場だったといっても過言

ではない。ただし、放送局から独立した放送番組制作会社が制作した番組を放送局が購入して放送

する形態だけでなく、放送局が制作専業の子会社を設立して番組制作をその会社に委せ、著作権を

放送局が持つ形態もある。後者の形態は、放送局自体が番組コンテンツを制作してきたことと大き

な違いはない。

　一方、動画配信業は放送局が制作した番組コンテンツや映画作品を二次利用して配信し、このコ

ンテンツを囲い込むことで他社との差別化を図ってきた。大阪有線のU-NEXTやカルチュア・コン

ビニエンス・クラブのTSUTAYA TVがこれにあたり、映画作品を放送局が二次利用で放送してき

たことと非常に類似する形態である。

　このような動画配信業では、上述した放送局制作番組コンテンツや映画作品の二次利用だけでは

なく、独自に配信番組を制作するようにもなった。GyaOやABEMAなどがこれに該当し、テレビ

局が放送してこなかったような番組を自ら制作し、自社サービスとして配信するようになった。テ

レビ局が独壇場としていた番組制作において、動画配信業が自ら独自番組の制作に進出してきたの

である。

　ここに、番組コンテンツ制作場面での動画配信業と放送業との融合を見ることができる。ただし、

放送で送出される番組コンテンツについては、第三者機関であるBPO（放送倫理・番組向上機構）

14） 動画の視聴などに対する課金方法の一種で、作品を一本閲覧するたびに決められた料金を徴収する方

式。

15） 新型コロナウイルスによる影響に鑑み、延期。
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による視聴者からの申し立て受付などがあるが、動画配信業で送出される番組コンテンツについて

は、BPOのような自己規制機関は存在しない。

　さらに、番組コンテンツの流通経路において融合が進み、放送局は通信に乗せて、過去の放送番

組を配信するようになった。NHKは自前で有料配信システム（NHKオンデマンド）を提供し、民

放はTVerで過去の放送番組の一部を共同で提供している（見逃し配信）。それだけでなく、動画配

信業から拡大してきたHuluなどで放送番組を配信している放送局もある。

　これによって、放送局は放送だけでなく、通信を活かして自ら（自社グループ会社を含む）が制

作した番組コンテンツを流通させることができるようになった。この番組コンテンツ配信はさらに

進み、NHKは2020年４月に放送番組のサイマル配信（NHK＋）を開始し、在京民放局でもTVerで

サイマル配信を開始した16）。これによって、番組コンテンツの消費者である視聴者は、番組コンテ

ンツを放送で送出されたものなのか、通信で配信されたものなのか、その違いをほとんど意識する

ことなく視聴できるようになった。

　このように、動画配信業の番組コンテンツの独自制作によって、番組コンテンツ制作場面での放

送業と動画配信業の融合が進んだ。次の段階として、放送局は自局制作の番組コンテンツを放送で

送出するだけでなく、動画配信業と手を組んだり、自社で独自に、動画配信業の流通経路で番組コ

ンテンツを配信するようになった。しかし、この流通経路場面での放送業と動画配信業の融合は、

放送業から動画配信業への一方的な進出であり、動画配信業が制作した独自番組コンテンツを、地

上放送で送出するビジネスモデルは展開されていない。

BS・CS放送では、2022年に開局予定のBS松竹東急やBSよしもとなど、新規に放送業に参入す

る事業者もあるが、これは地上放送では、放送波を送出する無線局を整備するなど莫大な費用を要

するが、BS・CSなどの衛星放送では多くの費用は要しないからである。

　以上のような、わが国での放送業の動画配信進出と動画配信業の動画制作進出の流れを示したの

が図表９である。

　なお、番組コンテンツの消費者である視聴者の主たる利用対象が、放送から通信に変わっている

ことも、総務省情報通信政策研究所「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」から

読み取れる。この調査によれば、全世代の平均利用時間（平日）において、ネット利用時間が増加

を続け、2020年の調査ではテレビ（リアルタイム）視聴時間と逆転した（ネット利用時間168.4分、

テレビ（リアルタイム）視聴時間163.2分）。

この、テレビよりもネット利用の時間が長いのは、若年層ほどその傾向が強い。（図表10）

16） 東京オリンピックでは在京民放局が放送した競技をサイマル配信し、2021年10月に日本テレビが正式

サービスを開始した。
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　また、この調査のインターネットの利用項目別の平均利用時間を世代別にみると、10代・20代の

若年層では「動画投稿・共有サービスを見る」「VODを見る」という、放送に非常に類似したイン

ターネット利用項目の平均利用時間が、ほかの世代に比べ突出して長い。（図表11）

図表９　わが国の放送業の動画配信進出と動画配信業の制作進出（筆者作成）

図表10　主なメディアの世代別平均利用時間（平日）（総務省情報通信政策研究所資料を基に筆者作成）
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　この調査結果からは、10代・20代の若年層は、放送番組に類似した動画コンテンツを含め、広い意

味での番組コンテンツが通信で配信されたものを多く視聴しており、放送波を流通経路とする番組コ

ンテンツはあまり視聴していないことが読み取れる。通信による動画配信、つまり「放送類似サービ

ス」が、放送を凌駕する傾向が見られるということである。さらに、ディズニーがディズニー＋として、

動画配信に乗り出してきて、そのコンテンツの優位性を武器に大きくシェアを伸ばしつつある。

番組コンテンツの消費者である視聴者は、10代・20代では動画配信を通じて、40代以上では放送

を通じて番組コンテンツを視聴していることから、番組コンテンツを放送で送出されたものなの

か、通信で配信された「放送類似サービス」のものなのか、その違いをほとんど意識することなく

視聴できるようになる。この点でも、放送業、動画配信業、さらに映画制作・配給業を加えた３つ

の業態がまさに融合しつつある現状が明らかになった。

しかし、わが国においては、ここへの規制は、放送に対しては地上放送への事実上の参入規制が

おこなわれ、寡占状態が継続している。またコンテンツ規制に関しては、放送についてのみ法的な

規制が行われ、映画については映倫による自主規制が行われているが、動画配信についてはその自

主規制も行われていない。

実質的な融合が進んだ３業態への規制の在り方について、2011年の大きな規制改革から10年を

経過した今、さらなる検討が求められている。

図表11　 世代別・利用項目別、インターネットの平均利用時間（平日）（総務省情報通信政策研究所資料を基に筆者作成）
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むすびにかえて

　本論文では、情報通信業のなかで動画に関わる、放送、動画配信、映画の３つの業態について研

究を進めてきた。通信において、銅線による公衆通信網が、光ファイバーや無線による IP通信網

に置き換わることによって、通信での動画配信が可能となった。これにともない、動画配信業が、

動画制作に進出し、放送業、映画業が動画配信に進出し、これらの３業態の、垂直、水平の産業融

合が進んだことをみてきた。そしてそこに新たな競争が生じていることを、レイヤー図分析によっ

て示してきた。

　その競争の中で、コンテンツの重要性が高まってきている。

たとえば、映画はこれまで、そのコンテンツを自らの流通経路である映画館上映やパッケージ版

の小売／レンタルで流した上に、テレビに二次利用として提供してきた。さらに、動画配信にも二

次利用としての提供を行ってきた。しかし、2013年にNetflixがオリジナル作品の配信を始めたこ

とに象徴されるように、動画配信事業者が自らコンテンツ制作を行い、映画やテレビコンテンツの

二次利用から脱却しはじめている。

また、視聴者（動画ユーザー）も、どのような配信経路（チャンネル）、受信機／デバイスで動

画を視聴するかの選択を、より自由に行うようになってきた。現在、融合したこの分野での競争の

優位性は、コンテンツに大きく依存するようになってきている。

一方、この分野の規制についてみると、電気通信事業法や、放送法などの法規制を受けている。

本論文の第２章で述べたように、総務省はレイヤー分析を踏まえながら、2011年６月、大きな放

送・通信法制の改革を行った。しかしそれは、十分なものではなかったし、さらにそれから10年を

経過し、その間に、この分野の融合はさらに大きく進むことになった。

情報通信業は、51.6兆円を擁する巨大な市場であり、Netflixの日本進出をみるまでもなく、激し

い国際競争戦が行われている場でもある。情報通信業をめぐるこうした新たな環境を踏まえて、こ

の分野の法制のさらなる見直しが求められている。同時に、わが国のこの業態でのそれぞれの事業

者の経営戦略の再検討もまた、求められていることは、私達のレイヤー図分析からも明らかである。

本論文では、コンテンツ産業についての「二次元レイヤー図」の中で、動画にかかわる放送、動

画配信、映画について分析を行った。そのなかでは触れていないが、たとえば映画業では、コンテ

ンツは映画館、パッケージ、動画配信、放送（二次利用）で提供されるが、映画館では大スクリー

ンで他の観客とともにコンテンツを楽しむという共時性などがあり、ここに映画というコンテンツ

を映画館で観ることに、他の視聴手段との差別化が図れることが推測される。

しかし映画のパッケージ版は、動画配信との優位性が維持できるか疑問である。また、音楽につ

いて、CDなどのパッケージ版の、配信に対する優位性が保たれるかは同様に疑問である。こうな

ると、映画のパッケージ版や音楽CDは、今後消えゆく運命になるのかもしれない。
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なお、本論文では動画の受け手である視聴者の視点については、触れることができなかった。た

とえば、本論文の「二次元レイヤー図」ではUIについては、「デバイス」として一括した。しかし

そこで注目しなければならないのが、スマートフォンの普及である。このデバイスが、動画配信、

音楽、ゲームなどの重要な受け手となってきている。このことが、放送業、動画配信業、映画業の

間の競争に相当の影響を与えていることも推測される。

一方、大画面デバイスについてみると、放送を受けるチューナーがついたテレビ「受信機」と、

チューナーのないモニターがあるが、動画配信であれば、モニターで十分である。テレビを使うと

NHKの受信料は、衛星契約・12ヶ月前払いで年24000円ほどであり、５年で10万円を超える負担に

なる。デバイスの分野でも、スマホ、テレビ、モニターの競争が始まっているといえる。

私達の「二次元レイヤー図」からは、たとえば出版においては同じコンテンツでありながら、紙

版では「書籍」として再販適用除外17）が認められ、電子版は認められていないといった問題も見通

すことができる。つまり紙版では「定価」として販売されるものが、電子版では自由価格となって

いるということである。さらに、音楽用CDは再販適用除外となり、DVD等は除外とならないなど、

この分野での非対称規制の不自然さも浮かび上がってくる。

これらを私達の今後の研究の課題としたい。
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